
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
④消費下支え等を通じた生活者支
援

東松山市水道事業会計繰出・補助
（水道料金減免事業）

①物価高騰に直面する市民や事業者を支援するため、水道料金の基本
料金を令和8年4月から6か月分免除する。
②水道事業会計への繰出金
③基本料金免除額（6か月分）：240,000千円（公共施設を除く）　※令和8
年4月から9月まで（令和8年度に繰出）
4月分 25,800件 42,000千円、5月分 23,000件 38,000千円、6月分 25,300
件 42,000千円、7月分 23,000件 38,000千円、8月分 25,200件 42,000千
円、9月分 22,900件 38,000千円　合計145,200件 240,000千円
　システム改修費：2,580千円（令和8年度に繰出）
④市内の全水道使用者（公共施設を除く）

　【参考】基本料金2か月分、口径13,20,25mm：1,500円、30mm：11,200円、
40mm：20,200円、50mm：30,000円、75mm：77,200円、100mm：129,000円、
150mm：284,000円
　※奇数月検針　4、6、8月請求分　　偶数月検針　5、7、9月請求分　毎
月検針　4、5、6、7、8、9月請求分
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